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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

　

市
民
体
育
館
の
建
て
替
え
に
伴

い
利
用
団
体
の
皆
さ
ん
と
の
懇
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

７
月　

日
２２

（
月
）午
後
２
時
〜
４
時
・
７
時
〜

９
時
・
イ
ン
グ
ビ
ル
３
階
会
議
室

◆
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
�保
 
�
内
線

　

）
２７１５

�
◎
プ
レ
イ
ル
ー
ム
…
平
成　

年
２

１５

月　

日（
水
）午
後
６
時
〜　

時
・

１９

１０

　

日（
木
）午
前
９
時
〜
午
後
５
時

２０◎
宴
会
場
（
松
・
竹
・
梅
）
…
平

成　

年
２
月　

日
（
木
）
午
前
９

１５

２０

時
〜
午
後
５
時

※
８
月
１
日（
木
）か
ら
体
育
室
が

午
後
・
夜
間
に
限
り
、火
曜
日
も
利

用
で
き
ま
す
（　

日
か
ら
受
け
付

１７

け
開
始
。一
定
の
使
用
方
法
あ
り
）。

◆
市
民
会
館
（�
　

・
５
３
８
１
）

６３

�　

ひ
ば
り
が
丘
団
地
建
替
え
事
業

に
伴
い
、「
東
村
山
都
市
計
画
、
保

谷
都
市
計
画
及
び
田
無
都
市
計
画

一
団
地
の
住
宅
施
設
」、「
保
谷
都

市
計
画
用
途
地
域
」
お
よ
び
「
保

谷
都
市
計
画
高
度
地
区
」
を
変
更

し
ま
し
た
の
で
、
関
係
図
書
の
縦

覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
縦
覧
場
所　

保
谷
庁
舎
５
階　

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４１１

�
〜
対
象
年
齢
は
就
学
前
ま
で
〜

　

市
で
は
一
定
の
所
得
制
限
を
設

け
、
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
に
係

る
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
（
１
歳
未
満
の
乳
幼
児
は
、

市
民
会
館
の
施
設
が

利
用
で
き
な
い
日

都
市
計
画
変
更
に
伴
う

関
係
図
書
の
縦
覧

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

所
得
制
限
が

な
く
全
員
が

対
象
）。
対
象

と
な
る
乳
幼

児
に
は
医
療
証
を
交
付
し
ま
す
の

で
、
所
得
制
限
額
（
左
表
）
を
確

認
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
医

療
助
成
は
申
請
が
な
い
と
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
出
生
日
（
転
入
日
）
の
翌
日

か
ら　

日
以
内
に
申
請
が
あ
っ
た

１５

場
合
は
、出
生
日（
転
入
日
）以
降

か
ら
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
新
規
申
請
の
方

▽
対
象
要
件　

市
内
に
居
住
す
る

就
学
前
の
乳
幼
児（
平
成
８
年
４

月
２
日
以
降
に
生
れ
た
子
）の
保
護

者
で
右
表
の
所
得
制
限
未
満
の
方

▽
助
成
範
囲　

乳
幼
児
が
保
険
診

療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負
担
額

▽
助
成
期
間　
　

月
１
日
〜
平
成

１０

　

年
９
月　

日
（
８
月
中
に
申
請

１５

３０

が
あ
っ
た
方
は
、　

月
１
日
か
ら

１０

の
医
療
証
を
９
月
下
旬
に
交
付
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

①
印
鑑

　

②
健
康
保
険
証
の
写
し　

③
年

金
加
入
証
明
書　

④
平
成　

年
度

１４

所
得
証
明
書
（
平
成　

年
１
月
２

１４

日
以
降
西
東
京
市
に
転
入
し
た
保

護
者
）
②
③
④
は
、
後
日
提
出
可
。

平
成　

年
度
の
児
童
手
当
を
申
請

１４

し
て
い
る
方
は
③
④
は
不
要

※
現
況
届
（
７
月
下
旬
に
郵
送
）

を
出
す
方
は
、
改
め
て
申
請
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
場
所　

子
育
て
支
援
課（
田

無
庁
舎
１
階
、
保
谷
庁
舎
１
階
）

■
現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　

医
療
証
の
有
効
期
間
が
９
月　
３０

日
ま
で
の
も
の
を
お
持
ち
の
方
に

「
現
況
届
」を
郵
送
し
ま
す
。８
月

　

日（
月
）ま
で
に
必
ず
提
出
し
て

２６く
だ
さ
い
。８
月　

日
以
前
に
医

３１

療
証
の
有
効
期
間
が
切
れ
る
方
は

新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

）
１５２５

�
〜
８
月
か
ら
改
正
さ
れ
ま
す
〜

　

母
子
家
庭
の
方
に
支
給
さ
れ
て

い
る
児
童
扶
養
手
当
制
度
が
、
８

月
か
ら
改
正
に
な
り
ま
す
。

■
主
な
改
正
点

①
所
得
制
限
限
度
額
の
変
更
と
手

当
額
の
見
直
し
…
◎
所
得
制
限
限

度
額
の
変
更　

◎
一
部
支
給
額
が

所
得
に
応
じ
て
４
万
２
千　

円
か

３６０

ら
１
万
円
ま
で　

円
き
ざ
み
に
変

１０

更
（
全
部
支
給
額
、
２
人
目
以
降

の
加
算
額
は
変
更
な
し
）

②
所
得
範
囲
等
の
見
直
し
…
受
給

者
が
母
の
場
合
は
、
児
童
の
父
か

ら
の
養
育
費
の
８
割
を
所
得
に
加

算
。
寡
婦
控
除
な
し
。
特
別
障
害

者
控
除
額
の
引
き
上
げ

③
支
給
機
関
が
東
京
都
か
ら
西
東

京
市
に
変
更（　

月
支
給
分
か
ら
）

１２

■
児
童
扶
養
手
当
制
度

▽
支
給
要
件　
　

歳
に
達
し
た
日

１８

の
属
す
る
年
度
の
末
日
以
前（
一

定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は　

歳
未

２０

満
）に
、次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に

あ
る
児
童
の
母
ま
た
は
養
育
者

（
母
ま
た
は
養
育
者
が
老
齢
福
祉

年
金
以
外
の
公
的
年
金
を
受
給
で

き
る
場
合
、児
童
が
父
に
支
給
さ

れ
る
年
金
の
加
算
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
除
く
）

◎
父
母
が
離
婚
し
た
児
童　

◎
父

が
死
亡
ま
た
は
生
死
不
明
の
児
童

　

◎
父
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
児

童　

◎
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
児
童　

◎
父
に
１
年
以
上

遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童　

◎
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

（
認
知
し
た
父
の
扶
養
が
あ
る
場

児児
童童
扶扶
養養
手手
当当

合
は
除
く
）

　

支
給
要
件
の
発
生
の
日
か
ら
５

年
を
経
過
す
る
と
手
当
の
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
手
当
額　

１
人
月
額
４
万
２
千

　

円
、
第
２
子
は
５
千
円
、
第
３

３７０子
以
降
１
人
に
つ
き
３
千
円
の
加

算
。
申
請
の
あ
っ
た
翌
月
分
か
ら

支
給
。
所
得
に
応
じ
て
手
当
額
の

一
部
ま
た
は
全
部
の
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
。
支
給
要
件
に
該
当
す

る
方
で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
子
育
て
支
援
課
で
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
改
正
に
伴
い
、
８
月
に

提
出
す
る
現
況
届
に
も
変
更
が
あ

り
ま
す
。
現
在
受
給
中
の
方
（
所

得
超
過
に
よ
る
支
給
停
止
の
方
を

含
む
）
に
は
、
７
月
末
に
現
況
届

の
「
お
知
ら
せ
」
と
改
正
に
つ
い

て
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
郵
送
す

る
予
定
で
す
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

、
１５２５

�保
 
�
内
線　

）
２１４１

�　

文
部
省
（
当
時
）
で
は
、
臨
時

教
育
審
議
会
の
「
教
育
改
革
に

関
す
る
第
三
次
答
申
」（
昭
和　
６２

年
５
月
８
日
）
お
よ
び
行
政
改

革
委
員
会
の
「
規
制
緩
和
の
推

進
に
関
す
る
意
見
（
第
二
次
）
」

（
平
成
８
年　

月　

日
）
の
意
見

１２

１６

・
提
言
を
受
け
、
平
成
９
年
１
月

　

日
付
で
、「
通
学
区
域
の
弾
力

２７的
運
用
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
に

お
い
て
、
教
育
上
の
影
響
等
に

留
意
し
つ
つ
、
通
学
区
域
制
度

の
弾
力
的
運
用
に
努
め
る
よ
う

に
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
流
れ
を
受
け
て
他
区
市

で
は
、平
成　

年
度
に
実
施
し
た

１２

品
川
区
を
は
じ
め
、
足
立
区
、
江

東
区
、
日
野
市
な
ど
が
導
入
し
、

こ
れ
か
ら
実
施
す
る
区
市
も
少

な
く
な
い
状
況
で
す
。

�　

市
で
は
、
市
内
転
居
、
住
宅
購

入
、
教
育
的
配
慮
な
ど
の
理
由

や
、合
併
時
の
特
例
と
し
て
旧
市

境
に
お
い
て
近
い
学
校
に
就
学

で
き
る
な
ど
、指
定
校
以
外
の
学

校
を
希
望
で
き
る
よ
う
、審
査
基

準
に
基
づ
き
通
学
区
域
制
度
の

弾
力
的
運
用
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、旧
市
境

以
外
の
地
域
の
保
護
者
か
ら
も
、

「
自
宅
近
く
に
学
校
が
あ
る
の

に
な
ぜ
、遠
く
の
学
校
に
入
学
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」「
幼

稚
園
の
友
だ
ち
と
一
緒
の
学
校

に
行
か
せ
た
い
」等
の
声
が
多
く

聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

市
が
３
月
に
出
し
た
「
西
東

京
市
子
ど
も
の
生
活
と
家
庭
の

こ
れ
ま
で
の
経
過

市
の
状
況

実
態
・
意
向
調
査
報
告
書
」
に

よ
る
と
、
「
通
学
区
域
の
枠
を

越
え
て
通
学
で
き
る
学
校
自
由

選
択
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
す
か
」
と
の
問
い

に
、
未
就
学
児
・
小
学
生
・
中

学
高
校
生
の
年
代
の
そ
れ
ぞ
れ

の
保
護
者
の
平
均
で
、
賛
成
・

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
賛
成
で
あ

る
と
の
回
答
が
、
約
７
割
を
占

め
ま
し
た
。

�　

子
ど
も
の
教
育
に
責
任
を
持

つ
親
が
、自
己
の
責
任
に
お
い
て

子
ど
も
に
受
け
さ
せ
た
い
教
育
、

行
か
せ
た
い
学
校
を
選
択
で
き

る
と
い
う
要
求
は
強
く
あ
り
、学

校
選
択
の
機
会
拡
大
は
市
に
と

っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

教
育
委
員
会
内
部
で
昨
年　
１２

月
に
学
校
選
択
制
検
討
会
を
設

置
し
、
本
市
の
現
況
に
お
い
て
、

学
校
選
択
制
を
導
入
す
べ
き
か

検
討
し
た
結
果
、導
入
す
べ
き
と

の
結
論
を
得
ま
し
た
。

�　

５
月　

日
に
教
育
長
の
私
的

１３

諮
問
機
関
で
あ
る
「
西
東
京
市

学
校
選
択
制
度
実
施
懇
談
会
」

（
学
識
経
験
者
、
学
校
長
、
保

護
者
、
地
域
の
方
の
代
表
で
構

成
）
を
設
置
し
、
学
校
選
択
制

度
の
実
施
に
つ
い
て
諮
問
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
慎
重
な
審
議

を
重
ね
、
去
る
６
月　

日
に
答

２０

申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

◎
答
申
の
内
容

　

同
懇
談
会
は
、
「
学
校
選
択

の
機
会
拡
大
は
避
け
て
通
れ
な

学
校
選
択
制
の
検
討

実
施
懇
談
会
か
ら
の
答
申

い
課
題
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち

が
行
き
た
い
・
学
び
た
い
、
保

護
者
が
行
か
せ
た
い
・
学
ば
せ

た
い
学
校
を
希
望
で
き
る
学
校

選
択
制
を
制
度
と
し
て
確
立

し
、
実
施
に
向
け
た
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
「
指
定
校
以
外
の

学
校
を
希
望
す
る
保
護
者
が
い

る
状
況
等
を
考
慮
し
、
平
成　
１５

年
４
月
１
日
入
学
の
新
入
学
児

童
・
生
徒
よ
り
実
施
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
ま

す
。

�　

教
育
委
員
会
で
は
、こ
の
答
申

を
受
け
て
、通
学
区
域
の
弾
力
化

を
よ
り
一
層
図
る
た
め
に
、来
年

４
月
に
入
学
す
る
新
１
年
生
を

対
象
と
し
た
学
校
選
択
制
度
実

施
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
い

ま
す
。

　

従
来
は
、
小
学
校
や
中
学
校

に
入
学
す
る
場
合
は
、
住
ん
で

い
る
住
所
に
よ
り
入
学
す
る
学

校
（
指
定
校
）
が
決
ま
っ
て
お

り
、
特
別
の
要
件
が
な
け
れ

ば
、
指
定
校
以
外
の
学
校
に
入

学
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ

の
制
度
は
、
希
望
に
よ
り
、
保

護
者
が
市
立
小
学
校
全　

校
、

１９

中
学
校
全
９
校
の
中
で
入
学
す

る
学
校
を
選
択
で
き
る
よ
う
に

し
た
制
度
で
す
。

　

現
行
の
通
学
区
域
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
指
定
校
に

入
学
す
る
場
合
は
従
来
ど
お
り

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
制
度
案
内
、
学
校
案

内
等
を
配
布
す
る
と
共
に
、
各

学
校
で
学
校
公
開
や
学
校
説
明

会
を
開
催
し
情
報
提
供
を
行
い

ま
す
。

　

次
号
で
は
、
手
続
き
等
詳
細

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
学
務
課（
�保
 �
内
線　

）
２６２１

実
施
に
向
け
た
取
り
組
み
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市
民
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育
館
利
用
団
体
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談

会

の

開
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　平成１４年度　所得制限額　（円）

保護者の加入年金の種類
扶養人数 国民年金加入者以

外の年金加入者
国民年金加入者
および未加入者

４，６００，０００３，０１０，００００人
４，９８０，０００３，３９０，０００１人
５，３６０，０００３，７７０，０００２人
５，７４０，０００４，１５０，０００３人
６，１２０，０００４，５３０，０００４人

１人につき３８万円を加算５人以上

　　　平成１４年度　所得制限額　　　（円）

孤児等の養育者、配
偶者、扶養義務者

本　　人
扶養人数

一部支給全部支給
２，３６０，０００１，９２０，０００１９０，００００人

２，７４０，０００２，３００，０００５７０，０００１人

３，１２０，０００２，６８０，０００９５０，０００２人

３，５００，０００３，０６０，０００１，３３０，０００３人

１人増すごとに３８万円加算４人目以降
老人扶養　
６万円

特定扶養　１５万円
老人扶養　１０万円

１ 人 に
つき加算

補助金・負担金の
概要を公開します

　
「
市
に
は
ど
ん
な
補
助
金
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
」、「
補
助

金
を
使
っ
て
ど
ん
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」

　

そ
ん
な
皆
さ
ん
の
声
に
お
応
え
し
て
、
平
成　

年
度

１３

予
算
に
計
上
し
た
す
べ
て
の
補
助
金
・
負
担
金
の
事
業
目

的
や
補
助
内
容
等
を
公
開
し
ま
す
。

　

資
料
は
、
７
月　

日
（
月
）
か
ら
、
情
報

１５

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
田
無
庁
舎
３
階
、
保
谷
庁

舎
１
階
）
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◆
企
画
課
（
�田
 
�
内
線　

）
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休
日
窓
口　

７
月　

日（
土
）午
前
９
時
〜
午
後
４
時

２０

　

■
田
無
庁
舎　

◎
税
金
…
２
階　

会
議
室

２０３

　
　
　
　
　
　
　

◎
国
民
健
康
保
険
料
・
税
…
２
階
保
険
年
金
課

　

■
保
谷
庁
舎　

◎
税
金
…
１
階
納
税
課

　
　
　
　
　
　
　

◎
国
民
健
康
保
険
料
・
税
…
１
階
保
険
年
金
課

夜
間
窓
口
�

７
月　

日（
月
）〜　

日（
水
）午
後
５
時
〜
８
時

２９

３１

　

■
田
無
庁
舎　

◎
税
金
…
４
階
納
税
課

　
　
　
　
　
　
　

◎
国
民
健
康
保
険
料
・
税
…
２
階
保
険
年
金
課

　

■
保
谷
庁
舎　

◎
税
金
…
１
階
納
税
課

　
　
　
　
　
　
　

◎
国
民
健
康
保
険
料
・
税
…
１
階
保
険
年
金
課

◆
納
税
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
�
　

）

１３５５

２１２３

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
�
内
線　

）

１４８１

２１３５


